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保
特
定
健
康
診
査
（
特
定

健
診
）
が
6
月
14
日
（
月
）

の
穂
高
保
健
セ
ン
タ
ー
か

ら
始
ま
り
、
9
月
17
日

（
金
）
の
堀
金
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で
、

市
内
各
地
域
の
保
健
セ
ン
タ
ー
で
実
施

さ
れ
ま
す
。
特
定
健
診
の
申
し
込
み
を

し
た
人
に
は
受
診
券
、
問
診
票
、
健
診

日
程
な
ど
の
ご
案
内
を
5
月
下
旬
に
お

届
け
す
る
予
定
で
す
。
ま
た
、
本
年
度

か
ら
は
全
員
を
対
象
に
心
電
図
検
査
を

実
施
し
ま
す
。
申
し
込
み
を
さ
れ
て
い

な
い
場
合
で
も
受
診
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
お
近
く
の
保
健
セ
ン
タ
ー

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
助
成
制
度

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

人
間
ド
ッ
ク
と
一
部
の
脳
ド
ッ
ク
の

検
査
項
目
の
中
に
は
、
特
定
健
診
の
検

査
項
目
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
ド
ッ
ク
を
受
診
し
て
、
そ
の
検
査

結
果
を
提
出
す
る
こ
と
で
特
定
健
診
を

受
診
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
市
国
民

健
康
保
険
で
は
人
間
ド
ッ
ク
な
ど
の
受

診
費
用
に
対
し
て
助
成
を
行
っ
て
い
る

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
4
月
7
日

発
行
の
広
報
あ
づ
み
の
掲
載
）
ま
た
、

5
月
1
日
か
ら
人
間
ド
ッ
ク
、
脳
ド
ッ

ク
の
い
ず
れ
の
助
成
券
も
利
用
で
き
る

契
約
医
療
機
関
に
「
城
西
病
院
」
が
追

加
さ
れ
ま
し
た
。
契
約
医
療
機
関
は
今

後
も
随
時
追
加
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

生
活
習
慣
病
の
発
症
を
予
防
す
る
た

め
に
も
、
年
1
回
の
特
定
健
診
を
必
ず

受
診
し
ま
し
ょ
う
。

問
穂
市
民
課
国
保
年
金
担
当

　
（
82･

３
１
３
１ 

82･

６
６
２
２
）

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

を
お
持
ち
の
皆
さ
ん
に
医

療
費
を
助
成
す
る｢

福
祉

医
療｣

の
対
象
は
、
こ
れ

ま
で
１
級
通
院
の
み
対
象
で
し
た
が
、

新
た
に
2
級
の
自
立
支
援
通
院
医
療
が

対
象
に
な
り
、
4
月
1
日
か
ら
対
象
範

囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。
該
当
す
る
皆

さ
ん
に
は
、
す
で
に
手
続
き
の
ご
案
内

を
し
て
い
ま
す
。
申
請
が
お
済
み
で
な

い
人
は
、
次
に
よ
り
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

●
手
続
き
の
場
所
・
日
時

お
住
ま
い
の
各
総
合
支
所
内
福
祉
係

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
受
給
対
象
者
の
保
険
証

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

・
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証

・
振
込
先
口
座
通
帳

・
印
鑑

※
な
お
、福
祉
医
療
費
給
付
の
対
象
は
、

自
立
支
援
通
院
医
療
の
自
己
負
担
分

に
限
ら
れ
ま
す
。

問
健
社
会
福
祉
課
福
祉
総
務
係

　
（
81･

１
６
２
２ 
81･

０
７
０
３
）

◎
特
定
健
康
診
査
が

　

各
保
健
セ
ン
タ
ー
で
始
ま
り
ま
す
。

◎
平
成
22
年
度 

市
県
民
税
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

◎
２
級
の
自
立
支
援
通
院
医
療
が

　

新
た
に
福
祉
医
療
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

国

精

で
は
、
平
成
22
年
度
分
の

市
県
民
税
納
税
の
通
知
書

を
、
6
月
10
日
（
木
）
に

発
送
す
る
予
定
で
す
。
お

手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
内
容
を
ご
確
認

の
う
え
、
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
納
期

限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
窓
口

で
納
付
す
る
場
合
は
、
金
融
機
関
や
各

総
合
支
所
窓
口
に
加
え
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。納
期
限
は
次
の
と
お
り
で
す
。

市
県
民
税
の
納
税
通
知
書
は

次
の
人
に
お
送
り
し
て
い
ま
す

・
平
成
22
年
１
月
１
日
に
市
内
に
住
所

が
あ
り
、
平
成
21
年
中
に
一
定
以
上

の
所
得
が
あ
っ
た
人

・
市
内
に
住
所
は
な
い
が
、
事
務
所
・

事
業
所
、
家
屋
敷
な
ど
が
あ
る
人

便
利
な
口
座
振
替
に
し
ま
せ
ん
か

忙
し
く
て
窓
口
で
納
付
で
き
な
い
人

に
は
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替
を
お

勧
め
し
ま
す
。
指
定
し
た
預
金
口
座
か

ら
自
動
的
に
払
い
込
ま
れ
ま
す
の
で
、

納
期
の
度
に
窓
口
へ
納
付
に
行
く
必
要

が
あ
り
ま
せ
ん
。
安
心
、
安
全
で
大
変

便
利
で
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

手
続
き
方
法
は
、
納
税
通
知
書
に
同

封
さ
れ
て
い
る
は
が
き
タ
イ
プ
の「
安
曇

野
市
市
税
等
口
座
振
替
依
頼
書
」
に
記

入
、押
印
の
う
え
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

金
融
機
関
や
市
役
所
の
窓
口
に
行
か
ず

に
口
座
振
替
の
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

す
で
に
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人

は
、
納
期
限
ま
で
に
残
高
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

給
与
か
ら
の
天
引
き
は

税
額
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い

給
与
所
得
者
で
毎
月
の
給
与
か
ら
市

県
民
税
が
天
引
き
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
勤
務
先
を
通
じ
て
配
布
さ
れ
る
税

額
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
65
歳
未
満
の
公
的
年
金
受
給

者
の
う
ち
、
給
与
所
得
が
あ
り
市
県
民

税
が
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
人

の
公
的
年
金
に
か
か
る
市
県
民
税
の
納

付
方
法
は
、
申
し
出
が
な
い
限
り
給
与

か
ら
の
天
引
き
と
な
り
ま
す
。

公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き

４
月
・
６
月
・
８
月
は
仮
徴
収

　

公
的
年
金
の
所
得
に
対
し
て
計
算
さ

れ
る
市
県
民
税
は
、
平
成
21
年
10
月
支

給
分
の
公
的
年
金
か
ら
天
引
き
で
納
め

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
本
年
度
は
、

こ
の
2
月
に
天
引
き
さ
れ
た
額
と
同
額

を
4
月
、
6
月
、
8
月
の
年
金
か
ら
天

引
き
（
仮
徴
収
）
し
、
残
り
の
税
額
を

10
月
、
12
月
、
2
月
の
3
回
に
分
け
、

天
引
き
と
な
り
ま
す
。（
下
図
）

　

年
税
額
は
本
年
度
の
納
税
通
知
書
に

記
載
し
て
い
ま
す
が
、
仮
徴
収
額
に
つ

い
て
は
平
成
21
年
度
の
納
税
通
知
書
で

も
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
22
年
度（
平
成
21
年
中
の
所
得
）

所
得
証
明
書
は
6
月
10
日
（
木
）
か
ら

各
総
合
支
所
地
域
支
援
課
窓
口
で
発
行

で
き
ま
す
。
所
得
証
明
書
の
発
行
を
希

望
さ
れ
る
人
は
、
身
分
証
明
書
（
運
転

免
許
証
な
ど
）
を
持
参
の
う
え
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。
同
居
家
族
以
外
の
人

の
証
明
書
発
行
に
は
委
任
状
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

・
証
明
書
交
付
手
数
料　

1
通
３
０
０
円

※
本
庁
舎
、
県
安
曇
野
庁
舎
で
は
所
得

証
明
書
の
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
納
付
・
通
知
書
に
関
す
る
こ
と

問
豊
市
民
税
課
市
民
税
担
当

　
（
72･

３
１
１
１ 

72･

８
３
４
０
）

▽
納
付
・
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

問
豊
収
納
課
収
納
担
当

　
（
72･

３
１
１
１ 

72･

８
３
４
０
）

市

22 年
２月 ４月 ６月 ８月 10月 12 月 23 年２月

前年度の２月分
と同じ額を３回
徴収【仮徴収】

年税額から４、６、
８月に【仮徴収】し
た合計額を差し引
いた残りを３回に
分けて徴収

公的年金からの天引き
（21年度）（22 年度）

所
得
証
明
書
の
発
行
は
6
月
10
日
か
ら

【暮らしの注目情報】

第 1期 6月30日（水）
第 2期 8月31日（火）
第 3期 11月 1日（月）
第 4期 1月31日（月）

市県民税の納期限


